
▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
住
民
課
　
国
保
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
　
９
１
３
４

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
住
民
課
　
国
保
年
金
係
☎
　
９
１
３
４
　

　
　
　
　
　
　
　
　
宇
都
宮
西
年
金
事
務
所
☎
０
２
８(

６
２
２)

４
２
８
１

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
生
涯
学
習
課
　
生
涯
学
習
係

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
　
９
１
５
９
　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
皆
様
へ

国
民
年
金

　〜
新
成
人
の
み
な
さ
ん
へ
〜

教
育
委
員
会
発
刊
図
書
の
ご
案
内

や
む
を
得
な
い
事
情
で
保
険
証
を
持
た
ず
に

病
院
に
か
か
っ
た
と
き

　
　

携
帯
電
話
会
社
か
ら
、
キ
ャ
リ
ア
決
済
の
請
求
額
が

10
万
円
以
上
に
な
り
、利
用
限
度
額
を
超
え
る
と
い
う
通
知

が
届
い
た
。あ
わ
て
て
家
族
に
問
い
た
だ
す
と
、小
学
生
の

子
ど
も
が
私
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム

を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。こ
っ
そ
り
盗
み
見
た
パ
ス

ワ
ー
ド
を
入
力
し
て
ゲ
ー
ム
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、課
金
し

た
と
い
う
。子
ど
も
は
、お
金
を
払
っ
て
い
る
と
思
わ
ず
に

ゲ
ー
ム
で
遊
ん
で
い
た
よ
う
だ
。

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
携
帯
電
話
の
キ
ャ
リ
ア
決
済
の
パ

ス
ワ
ー
ド
等
の
管
理
に
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。利
用
ご

と
に
通
知
が
届
く
設
定
に
し
て
、利
用
状
況
を
確
認
す
る
方

法
も
あ
り
ま
す
。

・
子
ど
も
が
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
で
課
金
し
高
額
請
求
を
受

け
る
の
は
、家
族
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
を
勝
手
に
使

用
し
て
し
ま
う
、ま
た
、携
帯
電
話
の
キ
ャ
リ
ア
決
済
を
利

用
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
ま
す
。

・
周
囲
の
大
人
は
、ゲ
ー
ム
の
料
金
体
系
や
決
済
方
法
を
よ

く
理
解
し
、日
ご
ろ
か
ら
子
ど
も
と
ゲ
ー
ム
の
利
用
方
法
に

つ
い
て
よ
く
話
し
合
い「
家
庭
内
で
ル
ー
ル
作
り
」を
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

　
病
院
な
ど
の
窓
口
で
保
険
証
を
提
示
す
れ

ば
、患
者
は
か
か
っ
た
医
療
費
の
３
割(

義
務
教

育
就
学
前
は
２
割
、
70
歳
以
上
は
２
割
ま
た
は

３
割)

を
窓
口
で
支
払
い
、残
り
の
額
を
国
民
健

康
保
険
が
負
担
す
る
と
い
う
の
が
、
保
険
診
療

の
基
本
的
な
し
く
み
で
す
。

　
し
か
し
、急
病
な
ど
で
や
む
を
得
ず
、保
険
証

を
持
た
ず
に
治
療
を
受
け
た
と
き
は
医
療
費
を

い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
し
、
あ
と
で
国
民
健

康
保
険
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
負
担

金
相
当
額(

保
険
証
を
提
示
し
た
場
合
に
窓
口

で
支
払
う
べ
き
額)

を
除
い
た
金
額
が
払
い
戻

し
さ
れ
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　
・
保
険
証 

　
・
診
療
報
酬
明
細
書(

レ
セ
プ
ト)

※

医
療
機
関
で
発
行
し
て
も
ら
う
も
の
。病
院
、 

　
薬
局
そ
れ
ぞ
れ
で
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
・
領
収
書 

　
・
印
か
ん

　
・
振
込
先
が
わ
か
る
も
の(

通
帳
等)

　
医
療
処
置
が
適
切
で
あ
っ
た
か
審
査
し
ま
す

の
で
、
申
請
か
ら
支
給
ま
で
数
ヶ
月
か
か
り
ま

す
。
ま
た
、
審
査
の
結
果
、
支
給
さ
れ
な
い
場
合

や
一
部
の
み
の
支
給
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。

◎
保
険
証
は
で
き
る
限
り
携
帯
す
る
よ
う
心
が

　
け
ま
し
ょ
う
。

　
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
国
民
年
金
は
、老
後
や
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
、現
役
世
代
み
ん
な

で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、若
い
と
き
に
公
的
年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
続
け

る
こ
と
で
、年
を
と
っ
た
と
き
や
病
気
・
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、家

族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。

●
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　
国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
人
が
加
入
し
、保
険
料
を
納
め
る

制
度
で
す
。

　
国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た
め
安
定
し
て
い
て
、年
金
の
給
付
は

生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

●
老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　
〈
障
害
基
礎
年
金
〉

　
病
気
や
事
故
等
で
重
い
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
年
金
で
す
。

　
受
け
取
る
た
め
に
は
、納
付
の
要
件
や
障
害
の
程
度
に
つ
い
て
年
金
機

構
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。

　
〈
遺
族
基
礎
年
金
〉

　
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、そ
の
人
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い

た
遺
族(

「

18
歳
未
満
の
子
の
あ
る
妻
」「

18
歳
未
満
の
子
」)

が
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
年
金
で
す
。受
け
取
る
た
め
に
は
、納
付
月
等
の
要
件
が
あ

り
ま
す
。

●
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は「
学
生
納
付
特
例
制
度
」「
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
町
で
は
、町
の
歴
史
や
文
化
財
に
関
す
る
図
書
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
購
入
を
ご
希
望
の
方
は
、生
涯
学
習
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
『
上
三
川
町
史
』Ａ
５
　
各
２
，０
０
０
円

　
「
通
史
編
　
上
巻
」６
７
９
頁

　 

旧
石
器
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
歴
史
を
掲
載
。
旧
石
器
時
代
か 

 
 
 
 
 
 
 

　

ら
大
和
政
権
の
進
出
、上
三
川
城
・
多
功
城
の
興
亡
、戊
辰
戦
争
な
ど
を
収
録
。

　
「
通
史
編
　
下
巻
」８
０
７
頁

　 

戊
辰
戦
争
以
降
、第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で
の
歴
史
を
掲
載
。　
　

   

明
治
・
大
正
・
昭
和
の
行
政
・
土
地
・
農
業
・
教
育
・
生
活
な
ど
を
収
録
。

　
「
資
料
編
　
原
始
・
古
代
・
中
世
」６
４
３
頁

　 

原
始
・
古
代
・
中
世
の
資
料
を
掲
載
。遺
跡
や
古
墳
、文
書
等
を
収
録
。

　
「
資
料
編
　
近
世
」５
３
４
頁

　 

江
戸
時
代
の
史
料
を
収
録
。

　
「
資
料
編
　
近
現
代
」７
０
５
頁

　 

戊
辰
戦
争
以
降
、第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で
の
史
料
を
収
録
。

◎
『
上
三
川
町
誌
』Ａ
５
・
４
３
９
頁
　
２
，０
０
０
円

　
昭
和
30
年
の
町
村
合
併
に
よ
り
誕
生
し
た
上
三
川
町
の
20
年
間
の
歩
み
を

　
収
録
。

◎
『
か
み
の
か
わ
歴
史
百
話
』Ａ
５
・
２
０
７
頁
　
１
，０
０
０
円

　
　
一
話
完
結
方
式
で
、町
の
歴
史
や
伝
承
を
分
か
り
や
す
く
収
録
。

◎
『
上
三
川
町
の
伝
説
と
民
話
』Ａ
５
・
４
６
頁
　
３
０
０
円

　
　
町
内
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
承
や
昔
話
を
全
２
６
編
収
録
。

◎
『
上
三
川
町
の
伝
説
と
民
話
　
続
編
』Ａ
５
・
４
１
頁
　
３
０
０
円

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

消
費
豆
知
識

78

子
ど
も
が
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
で
無
断
課
金
！

事
例

▼
相
談
日
時
＝
月
～
金
曜
日(

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く)

　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

▼
相
談
場
所
＝
上
三
川
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　(

地
域
生
活
課
内)

▼
相
談
専
用
電
話
番
号
＝
☎
　
９
１
５
３

56

56

56

56

浄化槽法第11条の法定検査手数料の改定について

56▶問い合わせ先＝上下水道課　下水道業務係　☎　   ９１６７

　浄化槽の所有者(管理者)は浄化槽法に基づき、１年に１回、法定検査(11条検査)を受け
ることが義務付けられています。
　その検査手数料について、２０２
０年４月１日から右記のとおり変更
となりますので、皆様のご理解をお
願いします。
　なお、今回の改定は、２０１９年
10月１日からの消費税の改正等に
よるものです。

人槽
浄化槽法第11条検査

法定検査手数料

単独処理浄化槽

3,300円

2020年4月1日から

(旧手数料：3,000円)
※1

合併処理浄化槽

5～50

51～500

501～

※1　手数料の改定については、栃木県から承認されたものです。(栃木県指令第376号)

広報かみのかわ　2020.1.1 12



▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
住
民
課
　
国
保
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
　
９
１
３
４

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
住
民
課
　
国
保
年
金
係
☎
　
９
１
３
４
　

　
　
　
　
　
　
　
　
宇
都
宮
西
年
金
事
務
所
☎
０
２
８(

６
２
２)

４
２
８
１

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
生
涯
学
習
課
　
生
涯
学
習
係

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
　
９
１
５
９
　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
皆
様
へ

国
民
年
金

　〜
新
成
人
の
み
な
さ
ん
へ
〜

教
育
委
員
会
発
刊
図
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内

や
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を
得
な
い
事
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で
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険
証
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に

病
院
に
か
か
っ
た
と
き

　
　

携
帯
電
話
会
社
か
ら
、
キ
ャ
リ
ア
決
済
の
請
求
額
が

10
万
円
以
上
に
な
り
、利
用
限
度
額
を
超
え
る
と
い
う
通
知

が
届
い
た
。あ
わ
て
て
家
族
に
問
い
た
だ
す
と
、小
学
生
の

子
ど
も
が
私
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム

を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。こ
っ
そ
り
盗
み
見
た
パ
ス

ワ
ー
ド
を
入
力
し
て
ゲ
ー
ム
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、課
金
し

た
と
い
う
。子
ど
も
は
、お
金
を
払
っ
て
い
る
と
思
わ
ず
に

ゲ
ー
ム
で
遊
ん
で
い
た
よ
う
だ
。

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
携
帯
電
話
の
キ
ャ
リ
ア
決
済
の
パ

ス
ワ
ー
ド
等
の
管
理
に
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。利
用
ご

と
に
通
知
が
届
く
設
定
に
し
て
、利
用
状
況
を
確
認
す
る
方

法
も
あ
り
ま
す
。

・
子
ど
も
が
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
で
課
金
し
高
額
請
求
を
受

け
る
の
は
、家
族
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
を
勝
手
に
使

用
し
て
し
ま
う
、ま
た
、携
帯
電
話
の
キ
ャ
リ
ア
決
済
を
利

用
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
ま
す
。

・
周
囲
の
大
人
は
、ゲ
ー
ム
の
料
金
体
系
や
決
済
方
法
を
よ

く
理
解
し
、日
ご
ろ
か
ら
子
ど
も
と
ゲ
ー
ム
の
利
用
方
法
に

つ
い
て
よ
く
話
し
合
い「
家
庭
内
で
ル
ー
ル
作
り
」を
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

　
病
院
な
ど
の
窓
口
で
保
険
証
を
提
示
す
れ

ば
、患
者
は
か
か
っ
た
医
療
費
の
３
割(

義
務
教

育
就
学
前
は
２
割
、
70
歳
以
上
は
２
割
ま
た
は

３
割)

を
窓
口
で
支
払
い
、残
り
の
額
を
国
民
健

康
保
険
が
負
担
す
る
と
い
う
の
が
、
保
険
診
療

の
基
本
的
な
し
く
み
で
す
。

　
し
か
し
、急
病
な
ど
で
や
む
を
得
ず
、保
険
証

を
持
た
ず
に
治
療
を
受
け
た
と
き
は
医
療
費
を

い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
し
、
あ
と
で
国
民
健

康
保
険
に
申
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す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
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負
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金
相
当
額(

保
険
証
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示
し
た
場
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に
窓
口

で
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払
う
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き
額)

を
除
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た
金
額
が
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戻

し
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ま
す
。
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※

医
療
機
関
で
発
行
し
て
も
ら
う
も
の
。病
院
、 

　
薬
局
そ
れ
ぞ
れ
で
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
・
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・
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か
ん

　
・
振
込
先
が
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か
る
も
の(

通
帳
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医
療
処
置
が
適
切
で
あ
っ
た
か
審
査
し
ま
す

の
で
、
申
請
か
ら
支
給
ま
で
数
ヶ
月
か
か
り
ま

す
。
ま
た
、
審
査
の
結
果
、
支
給
さ
れ
な
い
場
合

や
一
部
の
み
の
支
給
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。

◎
保
険
証
は
で
き
る
限
り
携
帯
す
る
よ
う
心
が

　
け
ま
し
ょ
う
。

　
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
国
民
年
金
は
、老
後
や
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
、現
役
世
代
み
ん
な

で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、若
い
と
き
に
公
的
年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
続
け

る
こ
と
で
、年
を
と
っ
た
と
き
や
病
気
・
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、家

族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。

●
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　
国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
人
が
加
入
し
、保
険
料
を
納
め
る

制
度
で
す
。

　
国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た
め
安
定
し
て
い
て
、年
金
の
給
付
は

生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

●
老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　
〈
障
害
基
礎
年
金
〉

　
病
気
や
事
故
等
で
重
い
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
年
金
で
す
。

　
受
け
取
る
た
め
に
は
、納
付
の
要
件
や
障
害
の
程
度
に
つ
い
て
年
金
機

構
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。

　
〈
遺
族
基
礎
年
金
〉

　
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、そ
の
人
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い

た
遺
族(

「

18
歳
未
満
の
子
の
あ
る
妻
」「

18
歳
未
満
の
子
」)

が
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
年
金
で
す
。受
け
取
る
た
め
に
は
、納
付
月
等
の
要
件
が
あ

り
ま
す
。

●
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は「
学
生
納
付
特
例
制
度
」「
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
町
で
は
、町
の
歴
史
や
文
化
財
に
関
す
る
図
書
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
購
入
を
ご
希
望
の
方
は
、生
涯
学
習
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
『
上
三
川
町
史
』Ａ
５
　
各
２
，０
０
０
円

　
「
通
史
編
　
上
巻
」６
７
９
頁

　 

旧
石
器
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
歴
史
を
掲
載
。
旧
石
器
時
代
か 

 
 
 
 
 
 
 

　

ら
大
和
政
権
の
進
出
、上
三
川
城
・
多
功
城
の
興
亡
、戊
辰
戦
争
な
ど
を
収
録
。

　
「
通
史
編
　
下
巻
」８
０
７
頁

　 

戊
辰
戦
争
以
降
、第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で
の
歴
史
を
掲
載
。　
　

   

明
治
・
大
正
・
昭
和
の
行
政
・
土
地
・
農
業
・
教
育
・
生
活
な
ど
を
収
録
。

　
「
資
料
編
　
原
始
・
古
代
・
中
世
」６
４
３
頁

　 

原
始
・
古
代
・
中
世
の
資
料
を
掲
載
。遺
跡
や
古
墳
、文
書
等
を
収
録
。

　
「
資
料
編
　
近
世
」５
３
４
頁

　 

江
戸
時
代
の
史
料
を
収
録
。

　
「
資
料
編
　
近
現
代
」７
０
５
頁

　 

戊
辰
戦
争
以
降
、第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で
の
史
料
を
収
録
。

◎
『
上
三
川
町
誌
』Ａ
５
・
４
３
９
頁
　
２
，０
０
０
円

　
昭
和
30
年
の
町
村
合
併
に
よ
り
誕
生
し
た
上
三
川
町
の
20
年
間
の
歩
み
を

　
収
録
。

◎
『
か
み
の
か
わ
歴
史
百
話
』Ａ
５
・
２
０
７
頁
　
１
，０
０
０
円

　
　
一
話
完
結
方
式
で
、町
の
歴
史
や
伝
承
を
分
か
り
や
す
く
収
録
。

◎
『
上
三
川
町
の
伝
説
と
民
話
』Ａ
５
・
４
６
頁
　
３
０
０
円

　
　
町
内
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
承
や
昔
話
を
全
２
６
編
収
録
。

◎
『
上
三
川
町
の
伝
説
と
民
話
　
続
編
』Ａ
５
・
４
１
頁
　
３
０
０
円

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

消
費
豆
知
識

78

子
ど
も
が
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
で
無
断
課
金
！

事
例

▼
相
談
日
時
＝
月
～
金
曜
日(

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く)

　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

▼
相
談
場
所
＝
上
三
川
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　(

地
域
生
活
課
内)

▼
相
談
専
用
電
話
番
号
＝
☎
　
９
１
５
３

56

56

56

56

浄化槽法第11条の法定検査手数料の改定について

56▶問い合わせ先＝上下水道課　下水道業務係　☎　   ９１６７

　浄化槽の所有者(管理者)は浄化槽法に基づき、１年に１回、法定検査(11条検査)を受け
ることが義務付けられています。
　その検査手数料について、２０２
０年４月１日から右記のとおり変更
となりますので、皆様のご理解をお
願いします。
　なお、今回の改定は、２０１９年
10月１日からの消費税の改正等に
よるものです。

人槽
浄化槽法第11条検査

法定検査手数料

単独処理浄化槽

3,300円

2020年4月1日から

(旧手数料：3,000円)
※1

合併処理浄化槽

5～50

51～500

501～

※1　手数料の改定については、栃木県から承認されたものです。(栃木県指令第376号)

13 広報かみのかわ　2020.1.1


